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次  第 

平成２９年第５回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

                   平成２９年 ５月２５日（木） 

                    午後２時３０分開議 委員室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

 （１）本庄市いじめ防止等のための基本的な方針について（議案第２６

号） 

 （２）本庄市いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について（議案第２７

号） 

 （３）本庄市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について（議案第２８号）

 （４）本庄市就学支援委員会委員の任命について（議案第２９号） 

５．教育長の報告 

６．その他 



７．閉 会 

配付資料 

・「平成２９年第５回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「平成２９年第５回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「本庄市いじめ防止等のための基本的な方針」 

・「本庄市いじめ防止等のための基本的な方針（案）に対する意見と市の考え

方」 

・「教育長の行動記録」 

・「平成２９年度本庄市の教育（案）」 

・「報告及び今後の事業等開催予定」 

・「平成２９年度子ども大学ほんじょう学生募集のお知らせ」 

・「教育行政相談報告」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、平成２９年第５回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

本日は、富沢教育長職務代理者並びに落合委員から欠席届が提出されてお

りますのでご了承願います。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。 

教 育 長  署名につきましては、会議録署名人の落合委員が本日欠席しておりますの

で、後日事務局において対応をお願いします。 

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。本日は、

岡崎委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案４件でございます。

それでは、議案第２６号について事務局から説明を求めます。 

木村学校教

育課長 

議案第２６号本庄市いじめ防止等のための基本的な方針ついてご説明い

たします。議案書の１ページ、並びに別紙「本庄市いじめ防止等のための基

本的な方針」をお願いいたします。併せまして、議案関係資料の１ページを

お願いいたします。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。本議案は、議案関係資料



の 1ページにあります、いじめ防止対策推進法第１２条の規定に基づき、本

庄市いじめ防止等のための基本的な方針を策定したいので、この案を提出す

るものです。 

追加説明となりますが、本議案は、平成２９年第２回教育委員会定例会に

おいて承認をいただきました、「本庄市いじめ防止等のための基本的な方針

（案）」について、パブリックコメントを実施し、市民から本案に対する意見

と市の考え方がまとまりましたので、その結果をもとに、本庄市いじめ防止

等のための基本的な方針として策定したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

 では、議案内容についてご説明いたします。別紙をご覧ください。 

まず、「本庄市いじめ防止等のための基本的な方針（案）」に対する意見と

市の考え方でございますが、パブリックコメントを平成２９年４月３日月曜

日から平成２９年５月８日月曜日まで実施し、意見等は３名の方から１４件

のご意見をいただきまいた。提出されました意見等及び市の考え方といたし

ましては、別紙にまとめさせていただきましたので、まずそちらから説明を

させていただきます。 

まず①から③については、全体的なご意見として、①では、タイトルは「防

止」でありながら内容は防止策が薄い、②では、方針の構成の仕方の検討を、

③では、学校の範囲が公立小中学校だけで、国公私立学校および非一条校に

対する対応が十分といえるか不安である、というご意見でした。それに対す

る市の考え方としては、市基本方針は、いじめの防止、早期発見及び対処の

ための対策を総合的かつ効果的に推進するために、基本的な方針を定めたも

のであり、現在のような構成、内容としていること、また、市基本方針の対

象は、市立の小中学校としていること、という考え方を示し、修正はござい

ません。 

次に、④から⑥は、表紙や目次についてのご意見として、④では、表紙に

教育大綱の基本理念や市のキャラクターであるはにぽんを掲載したらどう

か、⑤では、目次で市基本方針と表示をしているが、唐突に出てきている、

本庄市基本方針と表記する方がよいのではないか、⑥では、学校教職員の責

務を目次に追加してほしい、というご意見でした。 

それに対する市の考え方としては、教育大綱は本市の教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策について定めたものであり、一方、市基本方針

は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本

的な方針を定めたものであること、市基本方針は、啓発用の資料ではないと

の考えから、はにぽんは掲載していないこと、言葉の表記方法は特には規定

はないが、国や県の基本方針、学校基本方針に対して、市基本方針という表

記でそろえていること、学校教職員の責務については、本庄市いじめ防止等

のための基本的な方針の２ページにある「５学校の責務」や５ページにある



「（ア）教職員の姿勢・言動」に定めている、という考え方を示させていただ

き、修正はございません。 

次に、⑦として、１ページにある「はじめに」についてのご意見では、平

成１８年に起こった市内中学校での事案について触れられていない。そのこ

とを表記した方がよい、とのご意見でしたが、それに対する市の考え方とし

ては、平成１８年の事故の検証を受けて、再発防止について取り組んできて

おり、その内容も反映をさせている、という考え方を示させていただき、修

正はございません。 

次に、⑧から⑨については、いじめの定義の部分について、⑩では、いじ

め防止等のための対策の基本理念について、⑪から⑫では、２ページにある

「４市の責務」、「５学校の責務」、「６保護者の責務」の部分についてご意見

をいただきました。 

それに対する市の考え方として、表記方法につきましては、「法第○条」と

統一し、修正をさせていただきます。他は修正はございません。 

次に、⑬では、３ページにある「２市が実施する施策」について、⑭では、

４ページにある「（４）いじめを許さない機運の醸成」について、記載のよう

なご意見をいただきました。 

これに対する市の考え方としては、そちらに記載をさせていただいたとお

り、修正はありません。 

以上がパブリックコメントにおける意見および市の考え方でございます。

全体として、「法第○条」という表記方法の統一の修正を行い、別紙のとおり、

「本庄市いじめ防止等のための基本的な方針」を策定したいと考えておりま

す。 

なお、パブリックコメント以外の部分での追加となりますが、１ページに

ある「はじめに」の１０行目に表記しております、「本庄市いじめ防止等のた

めの基本方針」ですが、脱字がありまして、正しくは「本庄市いじめ防止等

の基本的な方針」となりますので、この部分は修正をさせていただきたいと

存じます。 

議案第２６号の説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い

します。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

岡崎委員 パブリックコメントの中には教職員の方のコメントなども含まれている

のですか。 

木村学校教

育課長 

パブリックコメントには職業を記載する欄はなく、教職員関係の方のコメ

ントがあるかどうかは分かりません。住所、氏名及び年齢等は記載します。

教 育 長 年齢は幾つぐらいの方がいるのですか。 

稲田事務局

長 

年齢は２０代、６０代、７０代の方です。 



教 育 長 他は如何でしょうか。 

教育委員 ≪なし≫ 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第２６号については、原案の

とおり承認することでご異議ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第２６号本庄市いじめ防止等のための基本的

な方針については、承認することに決定しました。 

次に、議案第２７号について事務局から説明を求めます。 

木村学校教

育課長 

議案第２７号本庄市いじめ問題対策連絡協議会委員の任命についてご説

明いたします。議案書の２ページをお願いいたします。併せまして、議案関

係資料の２ページ、３ページをお願いいたします。 

はじめに、提案理由からご説明いたします。本議案は、平成２９年３月３１

日をもって欠員となった本庄市いじめ問題対策連絡協議会委員について、本

庄市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第５条第２項の規定に基づき、新

たに本庄市いじめ問題対策連絡協議会委員を任命・委嘱したいので、この案

を提出するものでございます。 

では、具体的に、委員として任命・委嘱する方の氏名及び略歴を申し上げ

ます。全て新任となります。磯川勝範、本庄警察署生活安全課長。小島慎介、

児玉警察署生活安全課長。大澤文公、埼玉地方法務局熊谷支局長。新井由基

夫、熊谷児童相談所長。関根栄一、本庄市小中学校長会本庄東中学校長。中

林公仁代、本庄市ＰＴＡ連合会会長。山田由幸、本庄市役所福祉部長。我妻

元晴、本庄市役所子育て支援課長。なお、それぞれの方の生年月日、住所に

つきましては、議案に記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、平成２９年５月２６日から平成３１年１月

１９日までで、前任者の残任期間となります。 

以上で、議案第２７号についての説明を終わりにいたします。ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教育委員 ≪なし≫ 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第２７号については、原案の

とおり承認することでご異議ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第２７号本庄市いじめ問題対策連絡協議会委

員の任命については、承認することに決定しました。 

次に、議案第２８号について事務局から説明を求めます。 

木村学校教

育課長 

議案第２８号本庄市いじめ問題専門委員会委員の委嘱についてご説明い

たします。議案書の３ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資

料の２ページ、３ページをお願いいたします。 



はじめに、提案理由からご説明いたします。本議案は、本庄市いじめ問題

対策連絡協議会等設置条例第１３条の規定に基づき、新たに本庄市いじめ問

題専門委員会委員を委嘱したいので、この案を提出するものでございます。

では、具体的に、委員として委嘱する方の氏名及び略歴を申し上げます。

全て新任となります。保岡哲也、弁護士。木村臣良、医師。袰岩秀明、大学

教授、臨床心理士。野田敦史、大学准教授、社会福祉士。手計茂、大学教授、

元公立学校長。なお、それぞれの方の生年月日、住所につきましては、議案

に記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、平成２９年６月１日から平成３１年５月３１

日までで、２年間となります。 

以上で、議案第２８号についての説明を終わりにいたします。ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

岡崎委員 ５名の方は全て新任ということでしたが、再任はできないのですか。 

木村学校教

育課長 

５名の委員の方については、再任は可となっています。今回初めて組織す

る委員会ですので、全て新しい方でスタートしていくことになります。 

教 育 長 ご覧いただいた略歴にもあるように専門的な方ですので、いじめの防止等

について調査・審議いただいたり、また、重大事態が発生したときに、この

ような方々に調査していただくということになります。 

岡崎委員 いままでは無かったわけですね。 

教 育 長 はい、いままではありませんでした。例えば、新聞等でも第三者機関によ

り調査とかありますが、そういうものになります。 

岡崎委員 先程の「本庄市いじめ防止等の基本的な方針」にもありましたが、さらに

問題があると、「本庄市いじめ問題再調査委員会」を立ち上げるということで

すか。 

教 育 長 そういうことになります。市長が行います。 

岡崎委員 市長が行うのですね。 

教 育 長 それでは、議案第２８号については、原案のとおり承認することでご異議

ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第２８号本庄市いじめ問題専門委員会委員の

委嘱については、承認することに決定しました。 

次に、議案第２９号について事務局から説明を求めます。 

木村学校教

育課長 

 議案第２９号本庄市就学支援委員会委員の任命についてご説明いたしま

す。議案書の４ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料の４

ページをお願いいたします。 

はじめに、提案理由からご説明いたします。本議案は、平成２９年５月２９

日をもって欠員となる本庄市就学支援委員会委員について、本庄市就学支援



委員会条例第３条の規定に基づき、新たに本庄市就学支援委員会委員を任

命・委嘱したいので、この案を提出するものでございます。 

では、具体的に、委員として任命・委嘱する方の氏名及び略歴を申し上げ

ます。全て新任となります。茂木聡、医師。大塚敬子、教育関係者。早野明

美、教育関係者。関根沙絵子、教育関係者。佐藤正樹、教育関係者。久保田

悦子、教育関係者。内田裕見子、児童福祉関係者。なお、それぞれの方の生

年月日、住所につきましては、議案に記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、平成２９年５月３０日から平成３０年５月

２９日までで、前任者の残任期間となります。 

以上で、議案第２９号についての説明を終わりにいたします。ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

今井委員 この教育関係者ですが、特別支援学級や特別支援学校に関わってきた先生

と一般の学級の先生との割合はどのようになっていますか。 

木村学校教

育課長 

５名の教育関係者ですが、大塚さんは「すきっぷ」の心理士です。また、

早野明美は本庄西小学校の教頭です。関根沙絵子、佐藤正樹、久保田悦子の

３名は、市内小中学校で特別支援教育のコーディネーターをやっています。

教育関係者については、「すきっぷ」の心理士もいますが、各学校で特別支援

関係に取り組んでこられた方、又は現在コーディネーターとして活躍してい

る方々にお願いしようと考えております。 

教 育 長 他は如何でしょうか。 

今井委員 小学校に入る前の施設における情報は、別に集めているということです

か。 

木村学校教

育課長 

市内の幼稚園や保育園を訪問して、事前に来年小学校に上がってくるお子

さんの情報は集めております。その情報も支援委員会に挙げて、検討してお

ります。 

今井委員 はい、分かりました。 

教 育 長 それでは、議案第２９号については、原案のとおり承認することでご異議

ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第２９号本庄市就学支援委員会委員の任命に

ついては、承認することに決定しました。 

これで「議事」を終了します。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。「行動記録」をご覧くだ

さい。 

前回４月２０日の臨時会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させ

ていただきます。主だったところについて説明させていただきます。 

２２日、市民総合大学の開講式が行われました。年々講義内容も充実し参



加者も増加しております。 

２５日、埼玉県市町村教育長研究協議会が行われ、今年度の県の施策等の

説明と協議が行われました。 

２７日、児玉地区教育委員会連合会の総会、第１回研修が開催され、委員

の皆様方にも大変お世話になりました。 

５月に入りまして、８日に第１回第１５採択地区教科用図書採択協議会が

開催され、富沢教育長職務代理者と出席しました。組織や運営等について協

議され、会長については私の方でさせていただくことになりました。この度

の教科書採択は、特別な教科道徳の新設に伴うもので、来年度から使用する

小学校道徳の教科書を採択します。教科書の採択は教育委員会の権限と責任

において行うものでございますので、委員の皆様方には大変お世話になりま

すが、よろしくお願いいたします。 

１０日には市内校長会が開催されました。 

１１、１２日と関東地区都市教育長協議会の定期総会並びに研究会がつく

ば市で開催されました。文部科学省からの行政説明や３市からの取組の発

表、また講演では筑波大学准教授の山口香氏から「チームマネージメント－

トップアスリートを養成する現場を事例として－」と題して講演があり、大

変有意義なものとなりました。 

１５日には、本庄南小学校で北部教育事務所との合同の学校訪問がありま

した。この訪問は、これから各学校年１回行われるわけですが、朝から１日

先生方の授業の参観、諸表簿の点検、研究協議会等が行われます。授業改善

を意識している様子が伺えました。 

１８、１９日には全国都市教育長協議会の定期総会並びに研究大会が奈良

市で開催されました。文部科学省の講話、３つの部会に分かれての分野別研

究発表、また、奈良市立一条高校長の藤原和博氏の講演などが行われました。

藤原氏からは「１０年後、君の仕事はあるのか？」と題して講演があり、人

工知能の急速な発展する社会を背景として、教育の在り方等について大変貴

重なお話を聴くことができました。 

２２日には県教育局小中学校人事課の訪問があり、人事管理についての意

見交換を行いました。 

２３日には、北部地区教育課程の説明会、北部地区教科書展示会運営委員

会 北部地区教育長会議がありました。 

休暇の関係ですが、２４日に半日の年休を取得しましたので報告させてい

ただきます。 

次に、議事日程６の「その他」に移ります。事務局から何かございますか。

高橋教育総

務課長 

「平成２９年度本庄市の教育」をお手元に配付させていただきました。こ

の冊子は、毎年度、本庄市の教育全般にわたる内容を網羅した資料として発

行しております。 



 今年度２回の編集会議を行い、まとめたものです。 

 全体の構成は、例年と変わっておりませんが、教育委員会事務局内各課か

ら選出された編集委員のお力添えで策定されました。本市の教育大綱をトッ

プページに載せており、その基本方針を軸に施策と今年度の取組みとして展

開しております。また、巻末には、資料編も掲載しております。 

 細かな説明につきましては、省略させていただきますが、７月１８日の発

行を目指しており、総合教育会議を経て、６月の定例会でご承認をいただく

関係から、修正やご意見がございましたら、６月２日金曜日までに事務局へ

ご連絡をお願いいたします。 

もう１点、教育委員を参加対象として、これからの各種会合等についてで

すが、お配りしてあるものは、一覧形式の出欠表となっています。 

 ７月２５日火曜日午後１時から、「埼玉県市町村教育委員研究協議会」が埼

玉会館で開催されます。この協議会の対象は教育長を除くとなっております

ので、教育長の欄は斜線となっています。お手元に開催の文章をお配りして

ありますので、出席いただける場合には、希望する分科会の記入もお願いし

ます。 

 また、この後に説明いたしますが、７月の定例会を２７日木曜日に予定し

ています。 

 出欠につきましては、○×等を記入していただき、提出をお願いします。

 また、日程が先のスケジュールになりますが、事前に予定に入れておいて

いただきたいと秘書広報課から連絡がありましたので、お伝えさせていただ

きます。 

 平成３０年１月３０日火曜日午後２時から、「中学生まちづくり議会」が開

催されますので、予定をお願いします。 

 先の話ですので、近くなりましたところで、改めて確認させていただきた

いと考えています。 

以上でございます。 

加藤生涯学

習課長 

生涯学習課から、事業の報告と今後の開催予定についてご説明申し上げま

す。 

去る４月２２日の土曜日、児玉文化会館において、本庄市市民総合大学開

講式が開催されました。今年度の参加者は、シニアコース３６０名、ミドル

コース４５８名、ジュニアコース９５名で、合計９１３名の参加人数でござ

いました。昨年度は合計８５７名の参加でしたので、５６名の増加でござい

ます。特に、旧本庄地域にお住まいの方の参加が増えている状況でございま

した。基調講演は、「仲間をつくってささえ愛」と題して、彩の国いきがい大

学講師の北沢先生にお願いいたしました。 

次に、今後の予定でございますが、平成２９年５月２７日土曜日、平成２９

年度総検校塙保己一先生遺徳顕彰会総会を児玉文化会館で開催いたします。



総会後には、「群読劇 塙保己一物語よもやま話」と題して、顕彰会事業部会

委員であり、本庄市観光協会副会長である根岸久様による記念講演を予定し

ております。 

最後に、本日チラシをお手元に配付させていただきました。今年度の子ど

も大学ほんじょうの学生を現在募集しております。参加対象者の学年は、小

学校５・６年生で、本庄市の子どもは３５名枠となっており、現在２７名の

応募があります。なお、入学式は６月２５日日曜日に行います。 

以上で終ります。 

前川図書館

長 

教育行政相談報告を用意いたしましたので、ご覧いただきたいと思いま

す。本件は今年３月に「市長への手紙」として受け付けたものです。 

その相談内容についてですが、静かな環境で勉強したいということで、小

学生を持つお母さんから、図書館の２階の読書室を利用したい、親と同伴で

もどうかということで、申込みがありました。その際、これまで慣例として

中学生以上の利用であったため、お断りをしました。 

これに対し、２階の読書室は静かな環境を保つ必要性があることから、現

在中学生以上の利用とさせていただいておりますが、今後については、改修

もしたことから、読書室の利用状況を検証するとともに、小学生の利用につ

いても、５・６年生の個人的な利用、又は保護者同伴の利用とするなど、静

かな環境を確保しつつ、幅広い年代の方々にも快適に利用していただけるよ

う、検討を進めてまいりたいと回答したものでございます。 

以上です。 

教 育 長 ただいまの各課からの説明について、質問等ありましたらお願いいたしま

す。 

岡崎委員 図書館の利用状況は、どのようですか。 

前川図書館

長 

図書館の利用状況ですが、リニューアルの効果はあると感じられ、登録者

数や貸出数は伸びております。数か月後はどのようになっているかは分かり

ませんが、３月・４月はかなり伸びています。 

教育委員 ≪なし≫ 

教 育 長 それでは、次回定例会の日程を確認いたします。 

平成２９年第６回定例会を６月２９日木曜日午後３時３０分から、場所は

市役所委員室となりますが、皆様ご都合はよろしいでしょうか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 平成２９年第７回定例会の日程について、事務局から説明を求めます。 

高橋教育総

務課長 

平成２９年第７回定例会につきましては、郡内統一の教科書採択の日程の

関係がありますので、第４木曜日である２７日木曜日で予定させていただき

たいと思います。また、時間は午後４時から、この委員室での開催でお願い

いたします。 

以上でございます。 



教 育 長 それでは、以上で平成２９年第５回本庄市教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 


